
 

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令　
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○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
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般
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）
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○
一
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す
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等
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を
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正
す
る
法
律
（
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和
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抄
）

 6

○
人
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○
日
本
国
憲
法
（
抄
）
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1

○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
） 

 
 

（
投
票
所
経
費
）

 

第
四
条　

衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

２　

前
項
の
投
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

 

す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

３　

第
一
項
の
投
票
所
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
投
票
所
を
開
く
時
刻
を

繰
り
下
げ
た
も
の
又
は
閉
じ
る
時
刻
を
繰
り
上
げ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
票
所
の
第
十
四
条
に
規
定
す
る
投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会

人
に
要
す
る
費
用
並
び
に
当
該
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
超
過
勤
務
手
当
費
及
び
報
酬
の
不
要
分
と
し
て
、
当
該
投
票
所
を
開
く
時
刻

 

を
繰
り
下
げ
た
時
間
又
は
閉
じ
る
時
刻
を
繰
り
上
げ
た
時
間
一
時
間
に
つ
き
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
を
減
額
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

４　

前
項
の
投
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
繰
り
下
げ
た
時
間
又
は
閉
じ
る
時
刻
を
繰

り
上
げ
た
時
間
一
時
間
に
つ
き
、
同
項
の
表
に
掲
げ
る
額
の
ほ
か
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す

 

る
。

 

　

〔
表
略
〕

 

５　

参
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

６　

前
項
の
投
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

 

す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

７　

第
五
項
の
投
票
所
で
、
公
職
選
挙
法
第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
繰
り
下
げ
た
も
の
又
は
閉
じ
る
時

刻
を
繰
り
上
げ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
票
所
の
第
十
四
条
に
規
定
す
る
投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会
人
に
要
す
る
費
用
並
び
に
当
該
投

票
所
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
超
過
勤
務
手
当
費
及
び
報
酬
の
不
要
分
と
し
て
、
当
該
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
繰
り
下
げ
た
時
間
又
は
閉
じ
る

 

時
刻
を
繰
り
上
げ
た
時
間
一
時
間
に
つ
き
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
を
減
額
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

８　

前
項
の
投
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
票
所
を
開
く
時
刻
を
繰
り
下
げ
た
時
間
又
は
閉
じ
る
時
刻
を
繰

り
上
げ
た
時
間
一
時
間
に
つ
き
、
同
項
の
表
に
掲
げ
る
額
の
ほ
か
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す

 

る
。

 

　

〔
表
略
〕

９　

投
票
が
平
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
投
票
日
の
翌
日
に
お
い
て
投
票
箱
を
開
票
所
に
送
致
し
た
と
き
は
、
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る

者
の
超
過
勤
務
手
当
費
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
地
域
に



2

 

あ
つ
て
は
、
当
該
額
及
び
当
該
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

投
票
日
の
翌
日
が
平
日
で
あ
る
場
合　

五
万
八
千
三
百
七
十
八
円

 
二　

投
票
日
の
翌
日
が
休
日
で
あ
る
場
合　

六
万
千
三
百
四
十
円

　

投
票
が
休
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
投
票
日
の
翌
日
に
お
い
て
投
票
箱
を
開
票
所
に
送
致
し
た
と
き
は
、
投
票
所
の
事
務
に
従
事
す
る

10
者
の
超
過
勤
務
手
当
費
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
地
域
に

 

あ
つ
て
は
、
当
該
額
及
び
当
該
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

投
票
日
の
翌
日
が
平
日
で
あ
る
場
合　

五
万
九
千
五
百
九
十
八
円

 

二　

投
票
日
の
翌
日
が
休
日
で
あ
る
場
合　

六
万
二
千
五
百
六
十
円

 

～

　

〔
略
〕

11

19

 
 

（
開
票
所
経
費
）

第
五
条　

衆
議
院
議
員
選
挙
の
投
票
が
平
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
投
票
の
当
日
に
お
い
て
開
票
を
行
う
開
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次

 

の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

２　

前
項
の
開
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

 

す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

３　

衆
議
院
議
員
選
挙
の
投
票
が
休
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
投
票
の
当
日
に
お
い
て
開
票
を
行
う
開
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表

 

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

４　

前
項
の
開
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

 

す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

 

５　

衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
投
票
の
翌
日
に
お
い
て
開
票
を
行
う
開
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

６　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
開
票
を
休
日
に
行
う
と
き
は
、
同
項
の
開
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ

 

る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

７　

参
議
院
議
員
選
挙
の
投
票
が
平
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
投
票
の
当
日
に
お
い
て
開
票
を
行
う
開
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表

 

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

８　

前
項
の
開
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

 

す
る
。

 

　

〔
表
略
〕



3

９　

参
議
院
議
員
選
挙
の
投
票
が
休
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
投
票
の
当
日
に
お
い
て
開
票
を
行
う
開
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表

 

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 
　

〔
表
略
〕

　

前
項
の
開
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

10

 

す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

 

　

参
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
投
票
の
翌
日
に
お
い
て
開
票
を
行
う
開
票
所
経
費
の
基
本
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

11

 

　

〔
表
略
〕

　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
開
票
を
休
日
に
行
う
と
き
は
、
同
項
の
開
票
所
で
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ

12

 

る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕

 

～

　

〔
略
〕

13

19

 
 

（
選
挙
会
経
費
及
び
選
挙
分
会
経
費
）

 

第
六
条　

〔
略
〕

２　

政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
け
る
選
挙
会
又
は
選
挙
分
会
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
会
に
あ
つ
て
は
四
十
二
万
八
千
八

円
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
分
会
に
あ
つ
て
は
六
十
万
八
千
百
九
十
三
円
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
会
（
参
議
院
合
同
選
挙

区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
分
会
）
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
分
会
に
あ
つ
て
は
百
十
万
七
千
三
百
五

十
二
円
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
六
十
七
万
五
千
九
十
三
円
に
、

 

政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
加
算
す
る
。

 

３　

〔
略
〕

 
 

（
演
説
会
施
設
公
営
費
）

 

第
九
条　

〔
略
〕

２　

演
説
会
場
が
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
演
説
会
が
平
日
の
夜
間
又
は
休
日
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
平
日
の
夜
間
に
あ
つ

 

て
は
一
万
六
千
三
百
三
十
七
円
、
休
日
に
あ
つ
て
は
一
万
七
千
六
百
四
十
五
円
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
す
る
。

 

３
～
７　

〔
略
〕

 
 

（
事
務
費
）

 

第
十
三
条　

〔
略
〕

２　

都
道
府
県
庁
、
都
道
府
県
の
支
庁
、
地
方
事
務
所
若
し
く
は
認
定
出
先
機
関
、
市
役
所
、
区
役
所
又
は
町
村
役
場
が
政
令
で
定
め
る
地
域
に

 

あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
す
る
。

 

　

〔
表
略
〕
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３　

投
票
又
は
開
票
が
日
曜
日
及
び
土
曜
日
以
外
の
休
日
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
額
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
場
合

 

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
額
及
び
こ
れ
ら
の
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

 
　

〔
表
略
〕



5

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
抄
） 

 
 

（
地
域
手
当
）

第
十
一
条
の
三　

地
域
手
当
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
水
準
を
基
礎
と
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則

で
定
め
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
に
支
給
す
る
。
当
該
地
域
に
近
接
す
る
地
域
の
う
ち
民
間
の
賃
金
水
準
及
び
物
価
等
に
関
す
る
事
情
が
当
該

 

地
域
に
準
ず
る
地
域
に
所
在
す
る
官
署
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
在
勤
す
る
職
員
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

地
域
手
当
の
月
額
は
、
俸
給
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲

 

げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

一　

一
級
地　

百
分
の
二
十 

二　

二
級
地　

百
分
の
十
六 

三　

三
級
地　

百
分
の
十
二

 

四　

四
級
地　

百
分
の
八 

五　

五
級
地　

百
分
の
四

 

３　

〔
略
〕



6

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
抄
） 

 
 

附　

則

 
（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

切
替
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
の
月
額
は
、
第
二
条
改
正
後
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
俸
給
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
人
事

院
規
則
で
定
め
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

 

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
項
前
段
の
地
域
手
当
の
級
地
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

 

２
・
３　

〔
略
〕
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○
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
（
平
成
十
八
年
人
事
院
規
則
九
―
四
九
）
（
抄
）

 
 

 
（
給
与
法
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
）

第
二
条　

給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
は
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
と
し
、
同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

 

署
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
と
す
る
。

 
 

第
三
条　

給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
地
域
手
当
の
級
地
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
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○
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
（
令
和
七
年
人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
七
）
（
抄
） 

 
 

附　

則

 
（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
）

第
二
条　

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
後
の
規
則
九
－
四
九
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
と
し
、
同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
署
は
、

 

同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
と
す
る
。

 

第
三
条　

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
令
和
六
年
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
は
次
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
項
の
人
事
院
規

 

則
で
定
め
る
割
合
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
級
地
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

 

一　

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
二
十 

二　

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
六 

三　

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
五 

四　

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
四 

五　

十
三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
三 

六　

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
二 

七　

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
一

 

八　

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十 

九　

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
九 

十　

八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
八

 

十
一　

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
七 

十
二　

六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
六 

十
三　

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
五 

十
四　

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
四 

十
五　

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
三 

十
六　

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
二 

十
七　

一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
一

 第
四
条　

令
和
六
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後
段
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
級
地
は
、
附
則
別
表
第
一
及
び
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お

 

り
と
す
る
。
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○
日
本
国
憲
法
（
抄
） 

 
第
九
十
五
条　

一
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
の
投
票
に

 
お
い
て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
国
会
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。


	○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第百七十九号）（抄）

